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変則勤務制度 

 

【勤務パターン】 

 

 

【利用状況】 

 6／5(月) 6／6(火) 6／7(水) 6／8(木) 6／9(金) 1週間計 

変則１ 56 57 64 57 62 296 

変則２ 25 29 27 27 29 137 

変則３ 13 12 14 13 12 64 

変則４ 5 7 7 7 6 32 

変則５ 3 4 2 7 3 19 

合 計 102 109 114 111 112 548 

実利用人数 １７０人 （利用率 7.4％） 

 

【（参考）国のフレックスタイム制度】 

 

変則１ 7:45 ～ 16:15

変則２ 8:15 ～ 16:45
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○数値目標と実績
「１　子育てを行う職員の活躍推進に向けた体制の整備について」

≪子育て中の職員への取組≫
①男性の育児休業取得率
※平成28年度～第1期計画（平成31年度までに6％にする）

目標値 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

6% 0.9% 3.6% 3.6% 14.5% 22.1% 18.4%

※令和2年度～第2期計画（令和７年度までに40％にする）

目標値 令和2年度 令和3年度 令和4年度

40% 38.4% 54.2% 51.4%

※令和2年度～第2期計画

目標値 令和2年度 令和3年度 令和4年度

50% 34.4% 29.8% 41.0%

≪女性職員を対象とした取組≫
③課長補佐級以上（６級以上）の職に占める女性の割合
※平成28年度～第1期計画（平成31年度までに20％）

目標値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

20% 14.58% 15.63% 15.66% 17.76% 18.50%

※令和2年度～第2期計画（令和７年度までに22％にする）

目標値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

22% 19.92% 20.43% 21.03% 22.78%

④係長級以上（４級以上）の職に占める女性の割合
※平成28年度～第1期計画（平成31年度までに35％にする）

目標値 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

35% 30.4% 31.1% 31.1% 32.0% 32.9%

※令和2年度～第2期計画（令和7年度までに35％にする）

目標値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和５年度

35% 33.9% 34.4% 35.2% 35.8%

「２　ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組について」
≪時間外勤務の縮減について≫
⑤職員一人あたりの月平均時間外勤務時間数（平成25年度：13.54時間　⇒　令和7年度：10時間）

（単位：時間）

年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

時間 13.54 14.22 15.00 13.29 12.32 12.71 12.90

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

時間 11.81 11.79 12.10

⑥ 一月あたりの時間外勤務時間数の上限100時間未満の職員の割合（災害などの特例業務を除く）

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

達成率 98.3% 99.0% 98.8%

≪年次有給休暇取得の促進について≫

船橋市次世代育成支援及び女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の実施状況

　次世代育成支援対策推進法第19条第5項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項に基づき、「次世代
育成支援及び女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」の実施状況を公表します。

②「配偶者の出産休暇」と「男性の育児参加休暇」を合わせて5日以上取得した人の取得率を令和7年度までに50％にする。

女性の活躍推進・男性の育休取得

（令和5年6月公表資料）

74人（年度中に育休を新たに取得した者）÷144人（年度中に出生した子を扶養に入れた者等）＝51.4％

【取得期間内訳】

1週間未満：0人、2週間未満：1人、～1か月以下：38人、～3か月以下：22人、～6か月以下：4人、

～12か月以下：5人、～24か月以下：3人、～36か月以下：1人

【男性の育児休業】（無給、共済組合の手当金等あり）

期間：子が生まれた日～子の3歳の誕生日の前日

【配偶者の出産休暇】（特別休暇（有給））

期間：配偶者が出産のために入院する等の日から出産後2週間まで

取得単位：3日の範囲内（連続していなくても可）

【男性の育児参加休暇】（特別休暇（有給））

期間：第1子…配偶者の出産の日以降1年の間

第2子以降…配偶者の産前休暇中及び出産の日以降1年間の間

取得単位：5日の範囲内（連続していなくても可）
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≪年次有給休暇取得の促進について≫
⑦職員一人あたりの年次有給休暇取得日数（平成25年度：11.4日　⇒　令和7年度：12日）

（単位：日）

年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

取得日数 11.4 11.5 11.3 11.3 11.6 11.9 12.4

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

取得日数 12.6 12.9 13.1

⑧年次有給休暇の取得日数　5日／年以上の職員の割合

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

達成率 94.2% 94.9% 95.3%

○主な取組内容
時期

H22．8

H23．3

H24．4

H24．7

H24．8

H25．4

H25．10

H27．5

H28．2

H28．4

H28．6

H28．11

H29．4

H29．11

H30．1

H30．4

H30．5

H30．7

H31．2

H31．4

R１．7
R１．8
R2．1

R3．7

R3．12

R4．6

R4．12
R5．1 管理監督職対象に「仕事と家庭の両立支援セミナー」を開催
R5．3
R5．5

H26．4

育児休業に係る勤勉手当を１か月未満の取得の場合、減額対象から除外

男性の育児休業啓発を目的としたリーフレットを作成し、配布

ワークライフバランスデー（毎月第２・第４金曜日）を設定

H28．7
市役所本庁舎の1/2の電気を19時に消灯

毎週水曜日のノー残業デー等に職員課職員等による本庁舎内職場巡視を実施

R4．10

育児休業の期末・勤勉手当への影響を緩和（子の出生日から５７日間とそれ以外でそれぞれ1ヶ月以下のものは減額対象から除外）

男性の育児休業取得事例を庁内報で職員向けに紹介

管理監督職対象に「イクボス式チームマネージメントセミナー」を実施

男性の育児休業取得事例を庁内報で職員向けに紹介

子の看護休暇の対象とする子の年齢の引き上げ
（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間
にある子）

変則勤務制度の導入(ワークライフバランスの推進を目的とし、希望する職員に変則１～４の勤務時間を割り振ることができる制
度）

H29．2
男性職員を対象に「男性の育児休業に関するアンケート」を実施

管理監督職対象に「ワークライフバランスに関するセミナー」の実施

介護時間制度の新設（介護休暇の部分取得対応、介護を行う職員の時間外勤務免除)

男性の育児休業取得事例を庁内報で職員向けに紹介

非常勤職員で育児休業取得中の者が1歳までの育休期間で６カ月延長してもなお保育園に入園できない場合さらに６カ月（２歳
の誕生日の前日まで）延長できるよう条例改正

子の看護休暇の対象とする子の年齢引き上げ（9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子⇒中学校就学の始期に達する
までの子）

時間外勤務時間の実績及び年次有給休暇の取得状況を庁内での共有を実施

R1．6

変則勤務パターンの拡大（変則５）を追加
育児休業から職場復帰予定の職員を対象に「育児休業復帰予定者交流会」を開催

R4．4

非常勤職員・臨時職員の産前休暇の取得日数を６週間から８週間へ拡大

内容

H22．6

育児休業・部分休業の取得要件の緩和
（配偶者の就業や育児休業取得の有無等に関わりなく取得可能に）

産後パパ育休の新設

時間外勤務の免除制度の新設
（３歳未満の子のある職員が養育のため請求した場合）

子の看護休暇の取得要件の拡充・日数の拡大
（予防接種や健康診断でも取得可能に。上限5日⇒子2人以上の場合１０日に）

短期介護休暇の新設

出産・育児に関する制度案内を職員に周知

育児休業期間における退職手当の除算率を緩和

非常勤職員の育児休業制度及び介護休暇制度を導入

部長研修の実施（ワークライフバランスの意識啓発）

毎週水曜日のノー残業デーに部長による職場巡視を実施

非常勤職員の育児休業期間における「ならし保育」取得期間の緩和
（1歳まで2週間を限度として認めていた「ならし保育」を、保育所等に入所できず1歳６箇月まで育児休業を認められている場
合にも、その範囲内で取得可能に）

出産・育児に関する制度案内をリニューアルし「仕事と子育て応援パンフレット」を作成

所属長研修の実施（ワークライフバランスの意識啓発）

育児短時間勤務制度の導入

「ワーク・ライフ・バランス休暇」として年次有給休暇の取得を促進

会計年度任用職員において産前産後休暇の有給化、配偶者の出産休暇（有給）の新設、職員の育児参加休暇（有給）の新設、育
児休業・介護休暇・介護時間の要件緩和
育児休業取得促進のための意向確認を導入
育児休業の取得要件を緩和（原則２回まで取得可能）
育児参加休暇の取得対象期間を拡大（出産の日後８週間を経過するまで→出産の日以後１年を経過する日まで）

男性の育児休業取得事例を庁内報で職員向けに紹介
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び規則を改正し、時間外勤務の上限を設定
全職員対象に「家庭と仕事の両立をめざす　これからの公務員のライフデザイン」セミナーを実施

不妊治療を受けるための職務専念義務の免除を導入

事実婚が取得対象に含まれている休暇等について、取得対象の拡大（事実婚に同姓の者との関係を追加）

不妊治療を受けるための特別休暇（出生サポート休暇）を導入（職免の取扱いは廃止）(会計年度任用職員を含む)
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次世代育成支援及び女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の変更 

（令和 5年 7月中に変更予定） 

 

１．「男性の育児休業取得率」の目標値変更  

「こども未来戦略方針」（令和５年６月１３日閣議決定）において、地方の公務員（一般職・一般行政部門

常勤）に係る男性の育児休業取得率の政府目標について、令和７年までに１週間以上の取得率を８５％に

引き上げることとされたことに伴い、本市の特定事業主行動計画における目標値を下記のとおり変更する。 

  

現行 男性の育児休業取得率 40％ 

変更後 男性の育児休業取得率（1週間以上取得） 85％ 

※令和７年度までの目標値 

 

 

2．「不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等の取組」を新たに追加 

 少子化社会対策大綱（令和２年５月２９日閣議決定）に基づく、事業主における不妊治療と仕事が両立で

きる職場環境の整備を推進するため、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく行

動計画策定指針の一部を改正された（令和３年２月２４日付公示）に伴い、本市の特定事業主行動計画に

下記の取組を追加する。 

 

不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等 

職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、勤務時間、休暇その他の利用可能な制度の周

知や管理職に対する意識啓発等を通じて、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図りま

す。 

※計画の『第２章 具体的な取組事項 １子育てを行う職員や女性職員の活躍推進に向けた体制の整備に

ついて《子育て中の職員への取組》』に追加 
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採用・退職 

 

【新規採用職員の職歴の状況】 

 
 

 

【年代別退職者の推移】 

 

 

 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

新卒 28 60.9% 2 33.3% 1 16.7% 32 86.5% 5 29.4% 68 60.7%

民間等経験者 17 37.0% 4 66.7% 5 83.3% 5 13.5% 10 58.8% 41 36.6%

その他 1 2.2% 2 11.8% 3 2.7%

新卒 17 51.5% 3 37.5% 3 60.0% 15 83.3% 6 42.9% 44 56.4%

民間等経験者 12 36.4% 5 62.5% 2 40.0% 3 16.7% 7 50.0% 29 37.2%

その他 4 12.1% 1 7.1% 5 6.4%

新卒 36 56.3% 3 50.0% 24 88.9% 4 26.7% 67 56.3%

民間等経験者 22 34.4% 3 50.0% 7 100.0% 3 11.1% 11 73.3% 46 38.7%

その他 6 9.4% 6 5.0%

【定義】
「新卒」・・・大学等卒業後、すぐに市に採用された者　
「民間等経験者」・・・大学等卒業後、民間企業や官公庁等で正規職員として勤務したあと採用された者
「その他」・・・大学等卒業後、アルバイトや就職活動のあと採用された者

「技術職」・・・土木・建築・機械・電気の各職種で採用された者
「その他の職種」・・・栄養士・看護師・作業療法士など表内に別記載のない職種で採用された者

技術職 保育士 その他の職種 総計
種別

3
年

4
年

5
年

一般事務 保健師

10代 20代 30代 40代 50代 合計 10代 20代 30代 40代 50代 合計 10代 20代 30代 40代 50代 平均

H15年度 9 3 7 26 45 11 512 861 1118 1129 3631 0.0% 1.8% 0.3% 0.6% 2.3% 1.2%

H20年度 15 11 9 26 61 5 596 752 851 1169 3373 0.0% 2.5% 1.5% 1.1% 2.2% 1.8%

H25年度 9 4 9 28 50 7 803 855 834 902 3401 0.0% 1.1% 0.5% 1.1% 3.1% 1.5%

H30年度 1 29 14 7 19 70 13 1113 1081 785 691 3683 7.7% 2.6% 1.3% 0.9% 2.7% 1.9%

R1年度 28 13 7 14 62 24 1107 1150 797 674 3752 0.0% 2.5% 1.1% 0.9% 2.1% 1.7%

R2年度 34 13 6 11 64 13 1038 1229 804 650 3734 0.0% 3.3% 1.1% 0.7% 1.7% 1.7%

R3年度 25 28 4 11 68 14 1025 1234 812 670 3755 0.0% 2.4% 2.3% 0.5% 1.6% 1.8%

R4年度 1 24 26 15 22 88 23 978 1253 816 692 3762 4.3% 2.5% 2.1% 1.8% 3.2% 2.3%

※退職者は定年退職・人事交流を除く

※職員数は定年退職年度である59歳の職員を除く

退職者数 職員数 職員数に占める退職者の割合


